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三郷市議会 建設水道常任委員会 

  

◆広島県尾道市（５月１４日） 

上下水道の組織統合について 

◆広島県福山市（５月１５日） 

ＡＩを活用した水道管の劣化診断について 

◆広島県呉市（５月１６日） 

災害復興に係るインフラ強靭化（上下水道）プロジェクトの 

取り組みについて 





 

             

上下水道の組織統合について 

担当部局：尾道市 上下水道局 

 

１． 尾道市の概要 

○人口：125,545 人 （令和７年３月３１日現在） 

○世帯：64,066 世帯（令和７年３月３１日現在） 

○市制施行：明治 31 年（1898 年）4 月 1 日 

○面積：284.89 ㎢ 

 

２． 下水道事業への地方公営企業法の適用 

（１）経緯 

○国は、公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上を図るため、各地方公共

団体が地方公営企業法を適用し、公営企業会計に移行することを推進している。特に下水

道事業を重点事業と位置づけ、令和２年度までに移行することを強く求めていた。 

○尾道市は、平成３１年度から同法を適用した。 

 

（２）法適用区分及び管理者の設置 

  ○同法の内容を大別すると「組織規定」、「財務規定」、「職員の身分取扱規定」に分けら

れ、これらすべてを適用する場合を全部適用、「財務規定」のみを適用する場合を一部適

用または財務適用という。 

  ○いずれの場合でも、官庁会計から公営企業会計に移行することにより、ストック情報、損

益情報など企業の経営状況の的確な把握と管理が可能となる。 

  ○全部適用の場合には、管理者を設置する事で経営責任を明確化できるとともに、企業

自らの判断と責任による機動的な経営が可能になる。 

  ○これらを勘案し、尾道市においては全部適用としたうえで上下水道の組織を統合し、管

理者を設置することとした。 
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３． 水道局と都市部下水道課の組織統合について 

  下水道事業への地方公営企業法の全部適用にあわせ、平成３１年４月１日から上下水道

局を設置。同時に、上下水道事業管理者を市長とは別に設置。 

（１）目的 

  ①共通業務の集約 

    料金部門や給排水部門の

窓口一元化による事務の

効率化や市民サービスの

向上 

 

  ②組織力の強化 

    事業管理者の下、上・下水

道部門の計画的な人事ロ

ーテーションが可能となり、

更なる組織力の強化を図

る。 

 

  ③危機管理対策の強化 

   非常時において、上・下水道

が一つの指揮命令系統の下

で対応にあたることを可能に

し、災害に強いライフラインを

目指す。 
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４．主な質疑 

【質問】組織統合時の課題等は何か。 

【回答】組織統合するにあたり、都市部下水道課職員の身分、労働条件等に関する労働組

合との調整に時間を要した。 

      また、当時、県内の水道事業体を統合・広域化しようという動きがあった。仮に水道事

業が広域化した場合、下水道事業のみ残されてしまうことから生じる問題点を指摘す

る声がある中、尾道市は広域化に参加しない方針を説明し、納得をいただいた。 

      なお、県と県内１４市町は、令和 5 年 4 月 1 日に企業団を設立した。 

 

【質問】組織統合後、一定期間の業務運営を行った中で、そのメリットと課題点等は何か。 

【回答】メリットとしては、経営状況が的確に把握することができるようになった。また、事業管

理者の設置により、自らの判断と責任で機動的な経営ができるようになった。 

      課題としては、上水・下水それぞれの職員の意識の違いが挙げられる。 

上水道事業は１００年の歴史があり、職員の中に、ある意味で保守的な意識があるこ

と、下水道事業については、下水道の整備率が８０パーセント程度であり、歴史も浅い

こと等が背景にあると感じている。 

両部門が同じ方向を向いて事業を進めていくために、人事ローテーションを効果的に

行っていくことが重要と考えている。 

また、技術面の職員研修についても、上水と下水で同内容のものを実施することが理

想だが、現在はできていないことが課題である。 

 

【質問】雨水に関する業務について、どのような業務分担となったか。 

【回答】一般排水路の維持管理は、市長部局（建設部）で行い、都市下水路については、下

水道課で行うこととなった。 
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ＡＩを活用した水道管の劣化診断について 

担当部局：福山市 上下水道局 
 

１． 福山市の概要 

○人口： 453,266 人 （令和７年３月３１日現在） 

○世帯： 217,268 世帯（令和７年３月３１日現在） 

○市制施行： 1916 年（大正 5 年）７月１日 

○面積： 517.72 ㎢ 

 

 

２． 福山市の水道事業の概要 
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３． AI 診断採用の経緯 
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４． 水道管路劣化予測診断業務の概要 
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５．診断結果 

 

 

 

○まとめ 

 ・診断結果では、相対的にリスクが高いと診断された管路が塩化ビニル管に集中していた 

  →実際に発生する漏水と比較して結果検証を継続する 

 

 ・塩化ビニル管以外の管種でもリスクが高い管路は、漏水調査など維持管理面で注視す

る。 

  

 ・劣化診断の結果は管路 ID ごとに劣化度が出されているため、布設年や管種、口径が同

じ管路でも更新の優先順位の決定に活用できると考えている。 
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６． 主な質疑 

【質問】システムの導入当初に、AI が出した診断結果を実際に検証されたか。 

【回答】３年ぐらいかけて AI に学習させないと、正確な診断ができないと感じている。２０

２４年度末でようやく３年が経過し、２０２５年度より、診断結果を相対評価で活用して

いきたい。 

      具体的には、同管種、同管径、同じ土地の複数の管路について、どちらを更新すべき

かの判断材料として診断結果を活用する、といったことである。 

 

【質問】システムの導入にあたり、参考にした市はあるか。 

【回答】経緯としては、市内全域の土壌調査している際に、費用や期間がかかる、という中

で、フラクタ社にお話を伺ったところから始まった。県企業局が県内で最初に診断業

務を導入していたため、仕様等を参考にさせていただいた。また、フラクタ社と契約し

ている自治体からも参考とした。 

 

【質問】システムの導入により、コストの削減に貢献しているか。 

【回答】直接的な効果はまだ実感していないが、塩化ビニル管から漏水しやすい等、導入前

に立てた想定とＡＩによる診断結果とで一致する部分がある。塩化ビニル管を優先的

に更新しているため、年々、漏水件数は減少している。 

一方、管路ごとにＩＤを付与（約１３万件）し、ＩＤごとに診断を行っているおり、同じ団地

内でも、隣同士の管路で診断結果に大きく差が出る場合もある。課題としては、管路

の更新は路線で行うが、路線の選定にあたり更新すべき箇所の周囲は全然劣化して

いない、ということもある。 

更新の計画にあたり、職員の負担が減少するかは微妙なところである。 

 

【質問】診断に使用する環境ビッグデータの各因子は日々、変化しているがどの時点でのデ

ータを使用しているのか。 

【回答】各年度で単年度契約をしており、当市では各年度の当初時点でデータを抜き取り、

業者に提供し、年度末に診断結果を出していただく、という流れである。 

 

【質問】職員の技術向上、継承のためにどのようなことに取り組んでいるか。 

【回答】福山市では水道技術センターを設置しており、模擬漏水の研修を毎年、実施してい

る。 

 

【質問】環境ビッグデータに水道管内の水圧は含まれているか。 

【回答】当市の委託業者においては考慮していない、とのことであった。 
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【質問】診断結果の活用方法として、漏水のおそれのある管路の更新を効率的、計画的に行

うための基礎データとして利用することで、結果的に漏水を防ぐ、という理解でよろし

いか。 

【回答】そのとおりである。 
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災害復興に係るインフラ強靭化（上下水道）プロジェクトの 

取り組みについて 

担当部局：呉市 上下水道局 
 

１． 呉市の概要 

○人口： 199,481 人 （令和７年３月３１日現在） 

○世帯： 104,282 世帯（令和７年３月３１日現在） 

○市制施行： 明治 35 年（1902 年）１０ 月１日 

○面積： 352.83 ㎢ 

 

 

 

２． 上下水道事業の概要 
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３． 平成３０年７月豪雨災害の発生 
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▼天応地区の被害状況 
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４． 上下水道への被害 
○県営送水トンネルの土砂災害 

 ・平成３０年７月６日、小屋浦開閉所が土石流によりゲート損壊。土砂流入、トン

ネル内閉塞。 

 ・市の水源水量の７割を担う太田川からの送水が停止 

 

 ○断水 

 ・断水世帯数：78，006 世帯  ・断水人口：153,520 人 

 ・給水拠点：最大 60 か所設置 

 

 ○上下水道施設 

 ・３１２か所被災したうち、水道管路（配水管等）の被災は２５１箇所と最大であ

った。 

 

 

 

 

５． 復興に向けた取り組み 
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○給水車を追加購

入。             

また、断水した地域

が多数にわたり、給水

所における市民の待

ち時間が非常に長く

なったことへの対策と

して、仮設コンテナ（タ

ンク）を１０機購入。 
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６． 主な質疑 

【質問】下水道の緊急時の配管（露出配管）について、どのように勾配をとったか。 

【回答】山間部の現場であったため、自然に流下させることができた。 

 

【質問】給水用の仮設コンテナの容量は。また、平常時の保管方法は。 

【回答】容量は１０トンである。コンテナは組み立て式となっており、浄水場の倉庫に保管して

いる。また、有事に備え、定期的に組み立て訓練を行っている。 

 

【質問】今回の災害の教訓をご教示いただきたい。 

【回答】上下水局として職員の防災マニュアルを作成しており、指示が無くても個人で対応

できるようにしている。このような取り組みが重要と考えている。 

 

【質問】被災時において、上水道及び下水道施設の機能をどの様に確保したか。 

【回答】 

・水道：必要量の給水可能な施設能力を確保し、仮設工事により対応した。 

被災した送水ポンプ所は、市道路側部に仮設送水ポンプ所を仮整備し、仮設ポン

プにより配水池まで送水。配水は、仮設配管を布設し配水した。 

  ・下水道：被災したポンプ場において、電気設備等が浸水しポンプ設備が使用不能となっ

たため、仮設ポンプ・仮設電源を用いて排水した後にポンプ設備の復旧を行った。

また、マンホールポンプ操作盤が浸水したところでは、速やかに仮設配線を行う

ことにより、ポンプが稼動できるようにした。 

氾濫した河川と平行した道路に埋設された下水道管が破断し、河川への汚水流

出が発生しているとの市民からの報告を受けたが、流入水量が多くバキューム

等での対応が難しいため、緊急措置として消毒後に河川へ放流し、できるだけ速

やかに仮配管を設置することにした。 

 

【質問】三郷市の水道施設では浸水対策として発電機室等に止水扉を設置する対策を施し

たが、ほかに浸水対策で行われた事例があれば教えていただきたい。 

【回答】 

・水道：被災したポンプ所の本復旧工事において、浸水対策として本市においても止水扉

を設置。 

そのほかの浸水対策として、開口部は浸水する危険性が高くなるため、ポンプ室は

窓などの開口部は可能な限り設置しない設計とした。 

また、電気計装盤などの設備は、可能な範囲で床から高い場所に設置することで、

浸水対策をした。 
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・下水道：被災した雨水ポンプ場において、流入側（開水路（調整池））に浸水した高さま

での防水壁を設けた。 

 

【質問】水道施設の復旧で一番苦労したことは。 

【回答】送水ポンプ所の復旧では、被災した元の場所は再度被災する危険性が高いと判断

したため、なるべく安全な場所の選定と用地取得に時間を要した。 

配水管の復旧では、道路や橋梁の復旧時期に合わせた復旧となったため、本復旧

までの時間を要し、仮設配管で給水する期間が長期化した。 
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